
 

 

宣言の方法 

宣言書に、宣言内容と、今後具体的に取り組む項目、既存の取組内容等をご記入の上、経営

者の方と、社員の代表の方の連名で、宣言をお願いします。 

その他、必要事項を記入し、郵送またはメールで福井県労働政策課までご提出ください。 

宣言の様式は県のホームページをご覧ください。 

 URL http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/rousei/syainfirstsengen.html 

 

☑郵 送  〒910-8580  福井市大手３－１７－１ 福井県労働政策課 

☑メール  rousei@pref.fukui.lg.jp 

※郵送の場合は封筒に、メールの場合は件名に「宣言応募」とご記入ください。 

 ※メールの場合は、宣言書をカラーでスキャンしてお送りください。 

 

宣言企業のメリット 

☆県ホームページに事業所名と宣言内容を掲載することができます。（宣言日から約１年間） 

☆宣言企業ステッカーや働き方改革の手引きをお渡しします。 

☆宣言企業で福井県内に事業所を有する中小企業者を対象にした、社員ファースト企業補助金

もあります。（予算額に達した場合は、受付を終了します） 

☞働きやすい職場環境整備のための社内研修の講師謝礼や旅費、働き方改革に資する助

言や支援を受けるためのアドバイザー、コンサルタントへの謝礼や旅費等の対象経費

の 2 分の１（上限１５万円）を補助します。 

 

 

 

 

お問い合せ先 

 福井県産業労働部労働政策課 労働環境グループ 

TEL ０７７６－２０－０３８９ 

福井県では、働きやすい職場環境づくりに取り組む企業を支援する

「社員ファースト企業」制度を創設しました。 

その一つとして、「社員ファースト企業宣言」を募集しています。 

ぜひ、貴社も“社員（従業員）を大切にする企業”であると力強く

宣言してください。 

別紙 １ 
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福井県社員ファースト企業推進事業 

令和元年度 めざせ「社員ファースト企業」宣言書 

私たちは、従業員を大切にする「社員ファースト企業」をめざして、次の取

組みを推進します。 

企業（団体）名  

宣言内容 

（取組み）  

今後の取組項目 
※（１）～（４）から

少なくとも１つ選択

（□にチェック）して

ください。「その他」

を選択する場合は

（ ）に具体的取組

みを記載してくださ

い。 

※（１）～（４）の他

にも取り組む場合

は（５）も選択してく

ださい。 

（１）仕事との両立支援 

□育児  □介護  □治療 

□その他（                                     ） 

（２）働き方の改善 

□時間外労働の削減  □有給休暇取得促進 

□フレックスタイム制度導入  □テレワークの導入 

□その他（                                     ） 

（３）誰もが働きやすい職場づくり 

□障害者  □高齢者  □若者  □女性 

□その他（                                     ） 

（４）職場環境改善 

□ハラスメント防止  □業務改善・生産性向上  □社員の健康増進 

□福利厚生の充実  □人材育成 

□その他（                                     ） 

（５）その他の取組み 

  
既存の取組内容  

 

令和  年  月  日 

 

経営者代表（職・氏名）           社員代表（職・氏名） 

               印             印 

所在地 
〒    - 

 
業  種 □建設業 □製造業 □運輸業、郵便業 □卸売業、小売業 □医療、福祉 □サービス業 □その他 

事業内容   
従業員規模  □9 人以下 □10～29 人 □30～49 人 □50～99 人 □100～299 人 □300 人以上 

企 業 Ｈ Ｐ  
企業 HP 掲載の可否 可 ・ 否 
「社員ファースト企業」補助金申請の予定 有り ・ 無し ・ 未定 

 

宣言担当者（職・氏名）  
電話番号  FAX 番号  

E-mail  

 


